
■ジョブ・カード
求職者の職業能力を証明する４種類のシート（①履歴シート、②職務経
歴シート、③キャリアシート、④評価シート）です。履歴書などにはない
求職者に関する詳細な情報が記載されているので、短時間の採用
面接では分からない求職者の職業能力やレベルなどを客観的に評価
できます。

■ジョブ・カード制度
ジョブ・カードを活用した職業訓練を通じ、有能な人材を育成・確保したい企業と正社員
の経験が少ない求職者などとのマッチングを促進する国の制度です。職業訓練を実施
する企業では、訓練生の適性や能力などを判断したうえ、正社員として継続雇用でき
ます。また、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金や奨励金を受けられます。

全国各地の地域ジョブ・カード（サポート）センターでは、ジョブ・カード普及サポーター企業を支援しています。

日本商工会議所　中央ジョブ・カードセンター
各地商工会議所　地域ジョブ・カード（サポート）センター

http://www.jc-center.jp
http://www.mhlw.go.jp

日本商工会議所
厚 生 労 働 省
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日本商工会議所（ジョブ・カード事業）URL　http://www.jc-center.jp/

キャリア形成促進助成金の概要（雇用型訓練の場合）キャリア形成促進助成金の概要（雇用型訓練の場合）

活用できる企業の主な要件
❶雇用保険の適用事業所の事業主である。
❷職業能力開発推進者を選任している。
❸労働組合等の意見を聴いて「事業内職業能力開発計画」を作成し
ている。
❹事業内職業能力開発計画に基づく「年間職業能力開発計画」を
作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する

労働者に対して周知している。
❺労働保険料を過去２年間を超えて滞納していない。
❻過去３年間に雇用保険二事業に係るいずれの助成金の不正受給
を行ったことがない。
❼訓練を実施する期間に所定労働時間労働した場合に支払われる
通常の賃金を支払っている。

１．上記は、平成２３年４月１日以降に開始される雇用型訓練（有期実習型訓練および実践型
人材養成システム）に適用されます。

２．【注１】＝新たに雇い入れた雇用保険の被保険者等に限ります（既に雇用している正規
雇用の方は対象外です）。

３．【注２】＝次のいずれかに該当する方をいいます。
　①期間の定めのない労働契約を締結している労働者であって、１週間の所定労働時間が
同一の事業所に雇用される通常の労働者に比べて短く、かつ３０時間未満の方（パート
タイム労働者等）。

　②期間の定めのある労働契約を締結している労働者（契約社員）。
　※訓練生の雇用形態は、訓練開始時点で判定。ただし、訓練期間中に通常の労働者に転
換した場合は、通常の労働者に対する職業訓練とみなされますので、ご注意ください。

４．【注３】＝経費助成の１人１コース当たりの限度額は、Off-JTの総訓練時間数に応じて
以下のとおりになります。

　３００時間未満＝５万円、３００時間以上６００時間未満＝１０万円、６００時間以上＝２０万円
５．【注４】＝実施助成の限度額は、４０万８，０００円です。
6．【注5】＝キャリア形成促進助成金の他の職業訓練に対する助成を含めた限度額です。

次の❶から❼のいずれにも該当する事業主であり、
（独）雇用・能力開発機構の都道府県センターの確認を受けていることが必要です。

平成２３年４月１日現在

対象となる訓練の主な要件

キャリア形成促進助成金の助成内容

１．対象となる
　訓練生の
　主な要件

区　分 有期実習型訓練 実践型人材養成システム

２．訓練の
　主な基準

３．対象となる
　Off-JTの
　類型

○正社員の経験が少ない方（原則として、職業訓練を実施する分野で過去５年以内に概ね３年以
上継続して正社員として働いたことがある方以外の方）として、ハローワークなどに配置されて
いる登録キャリア・コンサルタントが認めた方

◯新規学卒者（学校等を卒業・修了した後、訓練開始日に3ヵ月を経過していない方）

○新規学卒者を主とした１５歳以上
４０歳未満の方

○訓練期間は、３カ月超６カ月以内（資格取得などの場合は１年）
○総訓練時間は、訓練期間６カ月当たり４２５時間以上
○総訓練時間に占めるOff-JTの時間数の割合は、２割以上８割以下。ただし、訓練修了後に正社
員として採用する場合は１割以上９割以下
○訓練修了後に評価シート（様式４）により職業能力の評価を実施

○訓練期間は、６カ月以上２年以内
○総訓練時間は、訓練期間１年
当たり８５０時間以上
○総訓練時間に占めるOff-JTの時
間数の割合は、２割以上８割以下
◯訓練修了後に評価シート（様式4）
により職業能力の評価を実施

○Off-JTの実施主体は、次のいずれかに該当するもの、または、これらを組み合わせたものが対象と
なります。

・外部機関（OJTの実施事業主以外が設置する施設）に依頼して実施する教育訓練（講師の派遣を含む）
・認定職業訓練（都道府県知事が職業訓練の基準に適合するものとして認定する職業訓練）を行う
施設で実施する職業訓練
・OJTの実施事業主が実施するもので、専修学校の専門課程教員、職業訓練指導員免許取得者、また
はこれらと同等以上の能力を有する方（該当分野の職務に係る実務経験が通算５年以上の方など）
によって実施される職業訓練
・訓練を実施するうえで必要と認められるオリエンテーションまたは職業能力の評価（上限は１０時間）

○Off-JTの実施主体は、次のいずれ
かに該当するもの、または、これら
を組み合わせたものが対象となり
ます。

・公共職業能力開発施設で実施する
職業訓練
・認定訓練校で実施する職業訓練
・OJT実施事業主以外の者が実施
する職業訓練

対　　象 内　　訳
賃金助成
経費助成 　　  【注３】
実施助成 　　  【注４】
賃金助成
経費助成 　　  【注３】
実施助成 　　  【注４】
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OJT

Off-JT

OJT

通常の労働者

非正規労働者 

１つの事業所当たりの限度額 有期実習型訓練：５００万円　　    実践型人材養成システム：１，０００万円　　　　　【注5】

１／３
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１時間当たり６００円
１／２
１／２

１時間当たり６００円

な　し
な　し
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